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                                  （平成24年６月29日掲示済） 

 天理市観光物産センター条例をここに公布する。 

  平成24年６月29日 

                                   天理市長 南  佳 策  

天理市条例第16号 

   天理市観光物産センター条例 

 （設置） 

第１条 本市の観光、物産等に関する情報を提供することにより、観光と産業の振興を図り、もって地域

の活性化に資するため、観光物産センターを設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 観光物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

天理市観光物産センター 天理市川原城町8 1 6番地 

 （事業） 

第３条 天理市観光物産センター（以下「センター」という｡)は、次に掲げる事業を行う。 

 (１) 観光の案内、紹介等に関すること。 

 (２) 特産物等の展示に関すること。 

 (３) その他必要な事業 

（使用の許可） 

第４条 センターで特産物等を展示しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

（許可の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す

る暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認めるとき。 

(３) 管理上支障があると認めるとき。 

(４) その他不適当と認めるとき。 

 （使用料） 

第６条 センターの使用料は、無料とする。 

（使用許可の取消し等） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を

制限し、若しくは停止することができる。 

(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。 

 (２) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

 (３) 使用の許可の内容と著しく相違があるとき。 

(４) 第５条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

 (５) その他管理上不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定によりセンターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した

場合に使用の許可を受けた者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。 

条  例 
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（入場の制限） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入場を制限することができる。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

(２) 施設、設備、展示物等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。 

(３) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。 

 (４) その他管理上不適当と認めるとき。 

 （損害賠償等） 

第９条 センターの施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその

損害を賠償しなければならない。 

２ 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情による

ものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。 

 （委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成24年９月１日から施行する。 

                                  （平成24年６月６日掲示済） 
天理市告示第2 0 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月６日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月６日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 
  天理市田井庄町6 7 1番地１ 
  天理市自転車等保管施設 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月６日から平成24年８月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
６ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 移動・保管費用（１台につき） 
  ア 移動費 2,000円 
  イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 
７ 連絡先 
  天理市自転車等保管施設 電話 0743－62－7778 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
                                  （平成24年６月６日掲示済） 
天理市告示第2 1 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 

告  示 
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  平成24年６月６日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月６日 
３ 移動対象区域 
  天理市柳本町2533番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月６日から平成24年８月４日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月７日掲示済） 
天理市告示第2 1 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月７日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月７日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月７日から平成24年８月５日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月８日掲示済） 
天理市告示第2 1 2号 
 地方自治法第2 6 0条の２第11項の規定により、地縁による団体の告示事項変更届出書の提出がありまし
たので、同条第10項の規定に基づき告示します。 
  平成24年６月８日 
                                   天理市長 南  佳 策  
地縁による団体の名称 櫟本町高品自治会 
主たる事務所 天理市櫟本町2219番地 代表者の氏名 永井茂治 
変更する告示事項   規約に定める目的 
変更の内容 
（変更前） 
・回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡。 
・地域内の環境を整備し、美化清掃に努める。 
・集会施設の維持管理及び、地域の文化向上に努める。 
（変更後） 
・回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡。 
・地域内の環境を整備し、美化清掃に努める。 
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・集会施設の維持管理及び、地域の文化向上に努める。 
・自主防災に関する諸活動。但し組織構成をはじめとする 
具体的防災計画については別に定める。 
 
規約変更認可年月日 平成24年６月６日 

 
                                  （平成24年６月８日掲示済） 
天理市告示第2 1 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月８日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月８日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月８日から平成24年８月６日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月11日掲示済） 
天理市告示第2 1 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月11日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月11日から平成24年８月９日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月11日掲示済） 
天理市告示第2 1 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月11日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月11日 
３ 移動対象区域 
  天理市丹波市町4 5 5番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月11日から平成24年８月９日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月12日掲示済） 
天理市告示第2 1 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月12日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月12日から平成24年８月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月12日掲示済） 
天理市告示第2 1 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月12日 
３ 移動対象区域 
  天理市櫟本町6 8 4番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月12日から平成24年８月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
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 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月12日掲示済） 
天理市告示第2 1 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月12日 
３ 移動対象区域 
  天理市前栽町2 4 4番地３先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月12日から平成24年８月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月12日掲示済） 
天理市告示第2 1 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月12日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月12日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町72番地３先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月12日から平成24年８月10日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月13日掲示済） 
天理市告示第2 2 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月13日 
                                   天理市長 南  佳 策  



 平成24年７月10日 火曜日        天理市公報 

- 8 -

１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月13日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月13日から平成24年８月11日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月13日掲示済） 
天理市告示第2 2 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月13日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月13日 
３ 移動対象区域 
  天理市桧垣町4 5 5番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月13日から平成24年８月11日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月14日掲示済） 
天理市告示第2 2 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月14日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月14日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月14日から平成24年８月12日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
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    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

                                  （平成24年６月15日掲示済） 
天理市告示第2 2 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月15日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月15日から平成24年８月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月15日掲示済） 
天理市告示第2 2 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月15日 
３ 移動対象区域 
  天理市遠田町4 8 8番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月15日から平成24年８月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月15日掲示済） 
天理市告示第2 2 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
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 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月15日 
３ 移動対象区域 
  天理市嘉幡町3 1 1番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月15日から平成24年８月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月15日掲示済） 
天理市告示第2 2 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月15日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月15日 
３ 移動対象区域 
  天理市合場町1 1 9番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月15日から平成24年８月13日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月18日掲示済） 
天理市告示第2 2 7号 

 地方公営企業法第40条の２第１項の規定により、平成23年10月１日から平成24年３月31日までにおける

本市病院事業、水道事業及び下水道事業の業務状況を次のとおり公表する。 

  平成24年６月18日 

                                    天理市長 南  佳 策 
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                                  （平成24年６月18日掲示済） 
天理市告示第2 2 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月18日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月18日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月18日から平成24年８月16日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月19日掲示済） 
天理市告示第2 2 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月19日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月19日から平成24年８月17日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月19日掲示済） 
天理市告示第2 3 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月19日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月19日 
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３ 移動対象区域 
  天理市平等坊町1 2 4番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月19日から平成24年８月17日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月20日掲示済） 
天理市告示第2 3 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月20日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月20日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月20日から平成24年８月18日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月21日掲示済） 
天理市告示第2 3 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月21日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月21日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月21日から平成24年８月19日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月21日掲示済） 
天理市告示第2 3 3号 
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 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月21日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月21日 
３ 移動対象区域 
  天理市櫟本町1420番地３先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月21日から平成24年８月19日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月22日掲示済） 
天理市告示第2 3 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月22日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月22日から平成24年８月20日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月22日掲示済） 
天理市告示第2 3 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月22日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月22日 
３ 移動対象区域 
  天理市川原城町7 2 8番地先放置禁止区域外 
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４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月22日から平成24年８月20日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月25日掲示済） 
天理市告示第2 3 6号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）第18条の規定
により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
  平成24年６月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年６月25日掲示済） 
天理市告示第2 3 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月25日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月25日から平成24年８月23日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月25日掲示済） 
天理市告示第2 3 8号 
 平成24年６月25日付で議決のあった平成24年天理市一般会計補正予算（第１号）の要領は、次のとおり
である。 
  平成24年６月25日 
                                   天理市長 南  佳 策  
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                                  （平成24年６月26日掲示済） 
天理市告示第2 3 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月26日 
３ 移動対象区域 
  天理市中町2 1 7番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月26日から平成24年８月24日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月26日掲示済） 
天理市告示第2 4 0号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月26日 
３ 移動対象区域 
  天理市田町4 5 8番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月26日から平成24年８月24日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月26日掲示済） 
天理市告示第2 4 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月26日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
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  平成24年６月26日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月26日から平成24年８月24日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月27日掲示済） 
天理市告示第2 4 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月27日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月27日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月27日から平成24年８月25日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月28日掲示済） 
天理市告示第2 4 3号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）第18条の規定
により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市税務課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
  平成24年６月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年６月28日掲示済） 
天理市告示第2 4 4号 
   公示送達について 
 下記の書類を郵送したが、その送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため送達することができな
いので、地方税法第20条の２及び天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）第18条の規定
により、次のとおり公示送達する。 
 なお、この公示送達に係る関係書類は、本市収税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付する。 
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  平成24年６月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  

記 
送達を受けるべき者の住所及び氏名並びに送達する書類名  略 
（注意）地方税法第20条の２の規定により、公示送達した日から起算して７日を経過したときに書類の送
達があったものとみなす。 

 
                                  （平成24年６月28日掲示済） 
天理市告示第2 4 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年６月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月28日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月28日から平成24年８月26日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月28日掲示済） 
天理市告示第2 4 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月28日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月28日 
３ 移動対象区域 
  天理市田井庄町6 7 1番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月28日から平成24年８月26日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月29日掲示済） 
天理市告示第2 4 7号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
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  平成24年６月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月29日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月29日から平成24年８月27日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月29日掲示済） 
天理市告示第2 4 8号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月29日 
３ 移動対象区域 
  天理市田町5 4 0番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月29日から平成24年８月27日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年６月29日掲示済） 
天理市告示第2 4 9号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年６月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月29日 
３ 移動対象区域 
  天理市田井庄町4 6 8番地１先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
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    平成24年６月29日から平成24年８月27日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                   （平成24年６月29掲示済） 
天理市告示第2 5 0号 
 天理市自転車等駐車場条例（平成13年９月天理市条例第31号）第13条第１項の規定により、有効期限を
過ぎて放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成24年６月29日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 撤去理由 
  自転車等駐車場内に有効期限を過ぎて放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年６月29日 
３ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年６月29日から平成24年12月28日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後５時まで 
４ 返還時に必要なもの 
 (１) 印鑑及び自転車等のかぎ並びに住所及び氏名を確認できるもの（運転免許証・学生証・保険証等） 
 (２) 延滞期間に応じた駐車料金 
７ 連絡先 
  ミディ総合管理(株)   電話 06－4399－9088 
  天理市総務部地域安全課 電話 0743－63－1001 

 
                                  （平成24年７月２日掲示済） 
天理市告示第2 5 1号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年７月２日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年７月２日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年７月２日から平成24年８月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年７月２日掲示済） 
天理市告示第2 5 2号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年７月２日 



 平成24年７月10日 火曜日        天理市公報 

- 37 -

                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年７月２日 
３ 移動対象区域 
  天理市荒蒔町50番地先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年７月２日から平成24年８月30日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年７月３日掲示済） 
天理市告示第2 5 3号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年７月３日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年７月３日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年７月３日から平成24年８月31日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年７月３日掲示済） 
天理市告示第2 5 4号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第13条第２項及び第３項
の規定により、自転車等放置禁止区域外に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、
同条例第14条第１項の規定により告示する。 
  平成24年７月３日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域外の公共の場所において放置されていた自転車等に警告札を取り付けたが、な 
 お一定期間放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年７月３日 
３ 移動対象区域 
  天理市櫟本町2071番地８先放置禁止区域外 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年７月３日から平成24年８月31日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
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  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年７月４日掲示済） 
天理市告示第2 5 5号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年７月４日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年７月４日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年７月４日から平成24年９月１日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

 
                                  （平成24年７月５日掲示済） 
天理市告示第2 5 6号 
 天理市自転車等の放置防止等に関する条例（平成13年９月天理市条例第30号）第12条の規定により自転
車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第14条第１項
の規定により告示する。 
  平成24年７月５日 
                                   天理市長 南  佳 策  
１ 移動理由 
  自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 
２ 移動日 
  平成24年７月５日 
３ 移動対象区域 
  近鉄・ＪＲ天理駅周辺自転車等放置禁止区域 
４ 保管場所 略 
５ 返還期間及び返還時間 
 (１) 返還期間 
    平成24年７月５日から平成24年９月２日まで（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法 
  律第1 7 8号）に規定する休日を除く｡) 
 (２) 返還時間 
    午前９時から午後６時まで 
（以下 略） 

公  告 
                                  （平成24年６月６日掲示済） 
天理市公告第22号 
 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第１項の規定に基づき定めた天理農業
振興地域整備計画は、同法第13条の規定に基づき変更したので、同条第４項において準用する同法第12条
第１項の規定に基づき公告し、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを同法第13条第４項において
準用する同法第12条第２項の規定に基づき、次のとおり縦覧に供する。 
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  平成24年６月６日 
天理市長   南  佳 策  

 １．変更後の農業振興地域整備計画書写しの縦覧場所 
  天理市役所環境経済部農林課 天理市川原城町6 0 5番地 

 
                                  （平成24年６月14日掲示済） 
天理市公告第23号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積計画を定
めたので、同法第19条の規定により公告する。 
  平成24年６月14日 

              天理市長 南  佳 策  

 なお、その関係書類を天理市環境経済部農林課に備え置いて縦覧に供する。 
 

                                  （平成24年６月18日掲示済） 
天理市公告第24号 
 このたび天理市が実施する奈良県農地有効活用促進事業（山田町下：頭首工）の申請に伴い、土地改良
法96条の２第２項の規定により下記事項を記載した書類とともにこの旨を公告する。 
 なお、この受益地域内にある農用地の所有者で、その農用地について耕作若しくは養畜の業務を営まな
い者又はこの地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権限に基づいて使用収益している者で、その
土地についてこの土地改良事業に参加しようとする者は、同法第３条の規定により平成24年６月28日まで
に当天理市農業委員会に申し出られたい。 
  平成24年６月18日 
                                   天理市長 南  佳 策 

記 
１ 地区 山田町下         
２ 添付書類 土地改良事業計画の概要 
       条例 
       土地改良事業の施行に係る地域を記載した書面 

 
                                  （平成24年７月３日掲示済） 
天理市公告第25号 
   一般競争入札について 

建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第1 6 7条の５第２項及び第1 6 7条の６第１項の規定により公告する。 
  平成24年７月３日 
                                   天理市長 南  佳 策 
第１ 工事概要 
 (１) 工 事 名  山の辺第一工区区画道路整備工事（６－４号線外２路線）及び山の辺第一工区天理

停車場線及び街区整備工事 
 (２) 工事場所  天理市田部町地内 
 (３) 工事概要  山の辺第一工区区画道路整備工事（６－４号線外２路線） 

工事延長  Ｌ＝446.78ｍ 
排水構造物 Ｕ型側溝 Ｌ＝570.64ｍ 

自由勾配側溝 Ｌ＝257.9ｍ 
迂回工  ９箇所 

舗  装  Ａ＝1,826㎡ 
付帯工事  一 式 

          山の辺第一工区天理停車場線及び街区整備工事 
           工事延長  Ｌ＝2 3 0ｍ 
           面  積  Ａ＝9,700㎡ 
            排水構造物 Ｕ型側溝 Ｌ＝189.67ｍ 
                  自由勾配側溝 Ｌ＝204.6ｍ 
                  管  渠 Ｌ＝67.5ｍ 
                  側  溝 Ｌ＝446.72ｍ 
                  縁 堰 工  一 式 
            舗装工  Ａ＝1,622.5㎡ 
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            切盛土工 Ａ＝9,700㎡ 
            法面工  Ａ＝5 8 0㎡ 
            付帯工事  一 式 

(４) 工  期  平成25年３月29日まで 
(５) 予定価格  102,891,600円 

（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 
(６) 最低制限価格 92,424,150円 

（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。） 
(７) そ の 他 本入札は、次の①②の工事を合併して入札するものであり、その落札者と工事別に

契約を締結するものである。 
          ① 山の辺第一工区区画道路整備工事（６－４号線外２路線） 
          ② 山の辺第一工区天理停車場線及び街区整備工事 
第２ 競争参加資格 
 (１) 本市に建設工事入札参加資格申請書を提出している土木一式工事の資格を有する建設業者（市内

に本店又は営業所（建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第３条第１項に規定するもののうち本店を除
いたものであって、かつ、当該営業所が本市に対する入札参加資格を有する者に限る。）を有するも
の）であって、次の(２)から(３)に掲げる条件をすべて満たし、この工事に係る競争入札参加資格の
確認を受けたものであること。 

(２) 次の条件をすべて満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 
  ② 建設業法の規定による特定建設業の許可を、土木一式工事業について受けている者であること。 
  ③ 経営規模等評価結果（審査基準日が、本入札参加資格確認申請書の提出締切日より１年７ヶ月前

までの直近のもの）における土木一式工事の総合評定値を有する者であること。 
  ④ 本市が平成24年７月１日に発表した建設工事請負業者格付表（平成24年度）において土木一式工

事の格付がＡ等級に位置づけされている者であること。 
⑤ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、本市より指名停止措置を受け 

ていない者であること。 
⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提出

した者であること。 
  ⑦ 本市に対して不誠実な行為のない者であること。 
 (３) 次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、１名専任で配置できること。 

① 入札説明書 別表１の資格を有する者 
② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 
③ 監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習

修了証」の交付を受けている者 
第３ 入札手続等 

(１) 担当部課 
    〒6 3 2－8555 
   天理市川原城町6 0 5番地 
    天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
      電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 

(２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交付期間 別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 交付場所 第３(１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書
及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、市長から競争参加資格のあることの確認を受けなけれ
ばならない。 

(１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提出期間 別表（入札日程）のとおりとする。 

② 提出場所 第３(１)に同じ。 
③ 提出部数  各１部 
④ 提出方法 持参すること。 
⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

第５ 仕様書公開の日時及び場所 
(１) 日   時 別表（入札日程）のとおりとする。 
(２) 場   所 第３(１)に同じ。 
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 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 
① 質問書提出期限  別表（入札日程）のとおりとする。 
② 質問書提出場所  第３(１)に同じ 

  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に
よるもの等は認めない。 

(４) 質問書に対する回答は、別表（入札日程）のとおりの日に回答書を発送するとともに、総務課入
札審査室にて閲覧に供します。 

第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市建設工事執行規則（昭和48年２月天理市規則第４号) 第８条に規定

する入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、日本郵便 郵便事業株式会社 天理支店留の一
般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに郵便により提出しな
ければならない。 

(２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工
事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 

 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入
した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 

(４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し
なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 

第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
(１) 到 着 期 限 日  別表（入札日程）のとおりとする。 

 (２) 入札書の送付先  日本郵便 郵便事業㈱ 天理支店 留 
             天理市役所総務部総務課入札審査室 行 
第８ 開札日時及び場所 

(１) 日     時  別表（入札日程）のとおりとする。 
(２) 場     所  天理市川原城町6 0 5番地 

             天理市役所３階 3 3 4会議室 
第９ 落札者の決定方法 

(１) 入札の回数は、１回とする。 
(２)  天理市契約規則（昭和40年８月天理市規則第22号）第６条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で、最低の入札書記載金額を提示し、かつ、最低制限価格を下回らない有効な入札を
行った者を落札者とする。決定後、落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課入札審査
室で公表する。 

落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定す
るものとする。 

第10 その他 
(１) 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 免除 
② 契約保証金 金額については、請負代金額の10分の１以上とし、保証方法等詳細については、天

理市建設工事執行規則第13条に規定する契約書に定めるとおりとする。 
(２) 入札の無効 

   本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参加
資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をした
申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市建設工事郵便入札試行要領におい
て示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 

(３) 入札中止条件 
   この入札手続執行途中で、入札参加可能者が３者未満となったとき又は入札開札時に入札参加者が

３者未満となったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 
第11 入札公告の掲示場所 
  天理市役所 掲示場 
第12 問い合わせ先 

天理市役所 総務部総務課 入札審査室 
  電話番号 0743－63－1001 内線 3 3 2 
第13 その他 
  詳細は、入札説明書による。 
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別表（入札日程） 

山の辺第一工区 区画道路整備工事（６－４号線外２路線） 
及び 山の辺第一工区 天理停車場線及び街区整備工事 

事  項 期  間  等 

入札説明書の交付期間 
平成24年７月３日（火）から 
平成24年７月12日（木）まで 
天理市ホームページからダウンロードできます。 

申請書の提出期間 
仕様書の公開期間 

平成24年７月３日（火）から 
平成24年７月12日（木）まで 

質問書の提出期限 
平成24年７月17日（火） 
質問書の提出は、質問がない場合も必ず必要です。 

競争参加資格確認 
の結果の通知日 

平成24年７月20日（金） 

質問書への回答日 平成24年７月20日（金） 

競争参加資格がないとした 
場合の説明要望書提出期限 

平成24年７月24日（火） 

競争参加資格がないとした 
場合の当該理由の回答日 

平成24年７月26日（木） 

入札書到着期限日 
平成24年７月30日（月） 
書留郵便にて 
日本郵便 郵便事業㈱天理支店に必着のこと 

開札の日時 
平成24年７月31日（火） 
午前９時30分 

くじを行う場合の日時 
平成24年７月31日（火） 
午前11時 

 
上記の期間・期限は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１
時までを除く。）とする。 
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（別表１） 

 

次の条件を満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、一名専任で配置できるこ

と。 

 

① 一級土木施工管理技士、もしくは一級建設機械施工技士、技術士（建設部門、農業

部門（選択科目を「農業土木」とするものに限る｡)、森林部門（選択科目を「森林土

木」とするものに限る｡)、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る｡)又

は、総合技術監理部門（選択科目が建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」

又は「水産土木」とするものに限る｡)）の資格を有する者。又はこれと同等以上の資

格を有する者と国土交通大臣が認定した者。 

② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 

③ 監理技術者にあっては、土木工事業の「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講

習修了証」の交付を受けている者 
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                                  （平成24年７月３日掲示済） 
天理市公告第26号 
   指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定について 
 平成24年７月１日付をもって下記の者を、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サ
ービス事業所として指定したので、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第78条の11及び第1 1 5条の20条
の規定により公告する。 
  平成24年７月３日 

              天理市長 南  佳 策  

記 

事業所番号 ２９９０４０００８３ 

名称 あすならホーム櫟本 多機能型ケアホーム 

所在地 奈良県天理市櫟本町3012－１ 

名称 社会福祉法人 協同福祉会 

主たる事務所の所在地 奈良県大和郡山市宮堂町1 6 0－７ 

代表者の氏名 村城 正 

申
請
者 

代表者の住所 京都府木津川市南加茂台２丁目10番地２ 

指定年月日 平成24年７月１日 

サービスの種類 
小規模多機能型居宅介護 
介護予防小規模多機能型居宅介護 

 

                                  （平成24年６月25日掲示済） 

天教告示第７号 

平成24年７月５日午前９時30分から７月定例教育委員会を天理市役所に招集する。 

平成24年６月25日 

         天理市教育委員会 

          委員長 中 嶋  孝 

農業委員会 
                                  （平成24年６月25日掲示済） 

天農委告示第７号 

 平成24年７月９日午後２時から、下記事項を付議するため天理市農業委員会を天理市役所に招集する。 
  平成24年６月25日 
                                   天理市農業委員会 
                                    会長 森 田 周 作 
議案第１号 農地法第３条に関する許可申請について 
議案第２号 農地法第４条に関する許可申請について 
議案第３号 農地法第５条に関する許可申請について 
議案第４号 天理農業振興地域整備計画の変更について 
議案第５号 その他 
      ① 市街化区域の専決処分について（報告） 
      ② 生産緑地地区の取得の斡旋依頼について 

公営企業 
                                  （平成24年６月７日掲示済） 
天理市上下水道局告示第８号 
   天理市指定給水装置工事事業者の指定について 
 平成24年６月７日付をもって下記の者を天理市指定給水装置工事事業者として指定したので告示する。 
  平成24年６月７日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  

教育委員会 
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天理市指定給水装置工事事業者 
商 号  ユニスイ 
代表者  鶴田 祐司 
住 所  奈良県香芝市旭ヶ丘２－17－18 

 
                                  （平成24年６月22日掲示済） 
天理市上下水道局告示第10号 
   天理市指定給水装置工事事業者の廃止について 
 平成24年６月22付をもって下記の天理市指定給水装置工事事業者は廃止したので告示する。 
  平成24年６月22日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
廃止天理市指定給水装置工事事業者 
商 号  東栄工業㈱ 
代表者  東田 幹章 
住 所  奈良市三条添川町４－１ 

 
                                  （平成24年６月27日掲示済） 
天理市上下水道局公告第10号 
   一般競争入札について 

建設工事の請負について、次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第1 6 7条の５第２項及び第1 6 7条の６第１項の規定により公告する。 

平成24年６月27日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
第１ 工事概要 
 (１) 工 事 名  豊井浄水場２系沈殿・ろ過施設更新工事 
 (２) 工事場所  天理市豊井町 豊井浄水場内 
 (３) 工事概要  浄水施設改修工事 
             フロキュレータ整備        一式 
             ろ過砂入替及びサイフォン管改修  ４池 
             逆洗水槽補修及びＦＲＰ防水改修  一式 
             その他付随設備改修        一式 
 (４) 工  期  平成25年２月15日まで 

(５) 予定価格  39,682,650円 
（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）     

(６) 低入札調査基準価格（以下「調査基準価格」という。） 
  設定有り 
第２ 競争参加資格 
 (１) 天理市上下水道局（以下「局」という｡)に建設工事入札参加資格申請書を提出している機械器具

設置工事及び水道施設工事の資格を有する建設業者であって、次の(２)(３)に掲げる条件をすべて満
たし、この工事に係る競争入札参加資格の確認を受けた者であること。 

 (２) 次の条件をすべて満たしていること。 
  ① 地方自治法施行令第1 6 7条の４の規定に該当しない者であること。 

② 建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）の規定による特定建設業の許可を、水道施設工事業について
受けている者であること。 

  ③ 本競争入札参加資格確認時点及び本件の開札日までの間において、局より指名停止措置を受けて
いない者であること。 

④ 建設業法第27条の23第１項の規定による経営事項審査（有効期間内にある直近のもの。以下「経
営事項審査」という｡)の結果における機械器具設置工事の総合評定値が1,000点以上及び水道施設
工事の総合評定値が1,000点以上の者であること。 

⑤ 過去10年以内（本工事の発注年度を含まない。）に処理能力が10,000㎥ /日以上の浄水場を有す
る水道事業における、ろ過池施設新設又は改修工事（工事を完成したものに限る｡)の施工元請実績
（改修にあっては、請負金額1,000万円以上）を有すること。 

⑥ 本工事の仕様書に対する質問を、書面（様式は自由とする。以下「質問書」という｡)により提出
した者であること。 

  ⑦ 局に対して不誠実な行為のない者であること。 
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 (３) 次の条件をすべて満たす配置予定技術者をこの工事を行う期間中、専任で配置できること。 
① 建設業法第26条に規定する監理技術者、主任技術者及び現場代理人。ただし、監理技術者につい

ては、監理技術者として３年以上の実務経験者とし、現場稼働時においては常駐すること。 
② 入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 

第３ 入札手続等 
(１) 担当部課 

    〒6 3 2－8558 
   天理市川原城町6 0 0番地10 
    天理市上下水道局 総務課 庶務係 
      電話番号 0743－63－1001 内線 8 3 8 

(２) 入札説明書の交付期間及び場所 
  ① 交付期間 別表（入札日程）のとおりとする。 
  ② 交付場所 第３(１)に同じ。 
第４ 競争参加資格の確認等 
 本競争の参加希望者は、第２に掲げる競争資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書
及び競争参加資格確認資料を下記のとおり提出し、天理市上下水道事業管理者から競争参加資格のあるこ
との確認を受けなければならない。 

(１) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 
  ① 提出期間 別表（入札日程）のとおりとする。 

② 提出場所 第３(１)に同じ。 
③ 提出部数 各１部 
④ 提出方法 持参すること。 
⑤ 作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

第５ 仕様書公開の日時及び場所 
(１) 日 時 別表（入札日程）のとおりとする。 
(２) 場   所 第３(１)に同じ。 

 (３) 仕様書に対する質問書は、質疑の有無にかかわらず、下記期限までに提出するものとする。 
① 質問書提出期限  別表（入札日程）のとおりとする。 
② 質問書提出場所  第３(１)に同じ 

  ③ 質問書提出方法  質問書の提出は、持参によることとし、郵送、宅配便等による送付又は電送に
よるもの等は認めない。 

(４) 質問書に対する回答は、別表（入札日程）のとおりの日に回答書を発送するとともに、総務課庶
務係にて閲覧に供します。 

第６ 入札の方法 
 (１) 競争参加資格者は、天理市上下水道局建設工事郵便入札試行要領（平成23年４月） 第６条に規

定する入札書に必要事項を記入し、記名押印した上で、郵便事業株式会社 天理支店留の一般書留郵
便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により指定された到着期限までに提出しなければならない。 

(２) 入札書の郵送に際しては、封筒は二重封筒とし、中封筒に入札書１通を入れ封かんし、表側に工
事名及び入札者名を記載した上で、外封筒に入れなければならない。 

 (３) 外封筒の表面に開札日、工事名、住所又は所在、商号又は名称、代表者氏名等の必要事項を記入
した郵便入札送付票を貼付しなければならない。 

(４) 前各項に規定する方法により入札書を送付しなかったとき又は入札書が到着期限日までに到着し
なかったときは、入札を辞退したものとみなす。 

第７ 入札書の到着期限日及び送付先 
(１) 到 着 期 限 日  別表（入札日程）のとおりとする。 

 (２) 入札書の送付先  郵便事業株式会社 天理支店 留 
             天理市上下水道局総務課庶務係 行 
第８ 開札日時及び場所 

(１) 日     時  別表（入札日程）のとおりとする。 
(２) 場     所  天理市川原城町6 0 0番地10 

             天理市上下水道局２階 大会議室 
第９ 落札者の決定方法 

(１) 入札の回数は、１回とする。 
(２) 天理市上下水道局会計規程（平成13年３月27日水道ガス局管理規程第14号）第５条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の入札書記載金額を提示し有効な入札を行った者を
落札者とする。決定後、落札者にその旨を通知するとともに、入札結果は総務課庶務係で公表する。 
落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する
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ものとする。 
第10 調査基準価格を下回る入札が行われた場合 

調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、「第９ 落札者の決定方法」にかかわらず、下記に
より落札者を決定する。調査基準価格を下回る入札をした者は、予定価格の範囲内で最低の入札金額
であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。 

(１) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、天理市上下水道局低入札価格調査制度に係る取扱
要領に基づき調査を行う。 

(２) 調査基準価格を下回る入札をした者は、低入札価格調査に協力するものとする。 
(３) 低入札価格調査を行った場合は、入札参加者に対し入札結果通知書をもってその結果を通知す

る。 
第11 その他 

(１) 入札保証金及び契約保証金 
① 入札保証金 免除 
② 契約保証金 金額については、請負代金の10分の１以上とし、保証方法等明細については、天理

市建設工事執行規則第13条に規定する契約書に定めるとおりとする。 
(２) 入札の無効 

    本入札説明書に規定した競争参加資格が認められていない者のなした入札、第２に定める競争参 
加資格がない者のなした入札、第６に定める入札の方法によらない入札、本市に対し虚偽の記載をし 
た申請書又は資料を提出した者のなした入札並びに仕様書及び天理市上下水道局建設工事郵便入札試 
行要領において示した入札条件等に違反した入札は無効とする。 

(３) 入札中止条件 
    この入札手続執行途中で、入札参加可能者が皆無となったとき又は入札開札時に入札参加者が皆 

無となったときは、その段階で入札手続又は入札を中止する。 
第12 入札公告の掲示場所 
  天理市役所 掲示場 
第13 問い合わせ先 

天理市上下水道局  総務課 庶務係 
  電話番号 0743－63－1001 内線 8 3 8 
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別表（入札日程） 

豊井浄水場２系沈殿・ろ過地更新工事 

事  項 期  間  等 

入札説明書の交付期間 

平成24年６月27日（水）から 
平成24年７月５日（木）まで 
天理市上下水道局ホームページからダウンロードできま
す。 

申請書の提出期間 
仕様書の公開期間 

平成24年６月27日（水）から 
平成24年７月５日（木）まで 

質問書の提出期限 
平成24年７月９日（月） 
質問書の提出は、質問がない場合も必ず必要です。 

競争参加資格確認 
の結果の通知日 

平成24年７月18日（水） 

質問書への回答日 平成24年７月18日（水） 

競争参加資格がないとした 
場合の説明要望書提出期限 

平成24年７月23日（月） 

競争参加資格がないとした 
場合の当該理由の回答日 

平成24年７月27日（金） 

入札書到着期限日 
平成24年８月２日（木） 
書留郵便にて 
日本郵便 郵便事業㈱天理支店に必着のこと 

開札の日時 
平成24年８月３日（金） 
午前10時00分 

くじを行う場合の日時 
平成24年８月６日（月） 
午前10時00分 

上記の期間・期限は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後
１時までを除く。）とする。 
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                                  （平成24年６月28日掲示済） 
天理市上下水道局告示第11号 
   天理市指定給水装置工事事業者の指定について 
 平成24年６月28日付をもって下記の者を天理市指定給水装置工事事業者として指定したので告示する。 
  平成24年６月28日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
天理市指定給水装置工事事業者 
商 号  村瀬設備工業所 
代表者  村瀬 治男 
住 所  京都府相楽郡精華町大字菱田小字十ノ坪42－９ 

 
                                  （平成24年６月30日掲示済） 
天理市上下水道局告示第12号 

天理市指定下水道工事店の指定について 
平成24年６月30日付をもって下記の者を天理市下水道工事店として指定したので告示する。 

平成24年６月30日 
                                  天理市上下水道事業管理者  
                                        中 谷  博  
天理市指定下水道工事店第2 1 8号 
商号又は名称  渡辺設備工業株式会社 
代  表  者  渡辺 徳男 
店舗の所在地  大和高田市田井新町３番17号 
 
天理市指定下水道工事店第2 1 9号 
商号又は名称  株式会社 宮﨑組 
代  表  者  宮﨑 昭一 
店舗の所在地  磯城郡川西町結崎4 8 9－10 
 
天理市指定下水道工事店第2 2 0号 
商号又は名称  ユニスイ 
代  表  者  鶴田 祐司 
店舗の所在地  香芝市旭ヶ丘２丁目17－18 
 
天理市指定下水道工事店第2 2 1号 
商号又は名称  堀内工務店 
代  表  者  堀内 博 
店舗の所在地  大和郡山市筒井町7 7 1 
 


